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新潟県治山施設長寿命化計画（第３期）【総則】 

令和８年２月 17 日 

農林水産部治山課 

１．基本的事項 

国土面積の約７割を占める森林は、国土の保全、水源の涵養、生活環境の保全、地

球温暖化の防止、木材等林産物の供給等、多面的な機能を有し、国民生活及び国民経

済の安定に欠くことのできない「緑の社会資本」としての役割を果たしている。 

森林の有する多面的な機能の発揮が将来にわたって確保されるためには、森林の整

備及び保全を適切に進めていくことが肝要であり、そのための基盤として治山事業は

重要な役割を担っている。 

本県では、県民の生命・財産を保全するとともに、水源の涵養、生活環境の保全・

形成等を図るため、昭和 30 年代後半から治山事業による整備が促進され、現在、設置

後 50 年以上経過する治山施設の割合が１割以上となっており、更に 20 年後には６割

を超えるまで増加する見込みである。 

将来にわたり森林機能を発揮し続けるには、新たな施設整備に加え、急増する老朽

化施設を維持・更新していくことが重要であるため、本県では、平成 28 年度に新潟県

治山施設長寿命化計画（平成 28 年度～令和２年度）を、令和３年度には新潟県治山施

設長寿命化計画（令和３年度～令和７年度）第２期を策定し、県で管理する治山施設

の維持・更新等を図っているところである。 

今後も計画的な長寿命化対策を継続して講じていく必要があることから、新たな５

年間の基本的な考え方を示す『新潟県治山施設長寿命化計画（第３期）【総則】』（以

下、「本計画」という。）を策定し、引き続き、将来にわたって機能を適切に発揮し続

けるための治山施設の長寿命化対策を進めるものとする。 

なお、本計画を踏まえ、地域版の「新潟県（地域計画）治山施設長寿命化計画（第

３期）」（以下、地域計画」という。）を策定する。地域計画の作成単位は、最も効率的

に計画の策定が可能な本県の地域振興局等の単位（別紙１）により策定するものとす

る。 

 



※本計画及び地域計画は下記の計画等に基づき策定する。 

・『林野庁インフラ長寿命化計画（行動計画）』 

（平成 26 年８月 19 日策定、令和３年３月 31 日改定） 

・『公共施設等総合管理計画』 

（新潟県・平成 26 年 10 月策定、令和７年３月一部改正） 

・『治山施設に係る個別施設計画策定のためのガイドライン』（林野庁治山課・平

成 28 年３月 28 日策定） 

・『治山施設個別施設計画策定マニュアル』 

（林野庁治山課・平成 30 年３月改定） 

２．対象施設 

本計画で新潟県が管理する治山施設は、治山台帳に記載されている次に掲げる施設

を対象とする。 

（１） 保安施設事業に係る施設 

（２） 地すべり防止施設 

（３） 山林施設災害復旧事業及び山林施設災害関連事業により整備された施設 

（４） 新潟県単独治山事業により整備された施設 

（５） 民有林直轄治山事業及び直轄地すべり防止事業並びに災害復旧事業（直轄）

で整備された施設のうち、事業完了し国から移管された治山施設 

（６） 災害対策等緊急事業推進費により整備された治山施設 

なお、地すべり防止施設以外の次の施設については、予防保全型維持管理による対

応が不適当または困難なため、本計画の対象から除外する。 

① 維持管理・更新等の必要性が認められない施設 

施設の効用により斜面の安定や渓岸の侵食防止等が図られ、健全な森林に回

復した結果、保安林の指定目的が十分達成された状態となっており、かつその

機能の発揮の態様等を踏まえ、当該施設の予防保全型維持管理を行わなくて

も、森林の国土保全機能等の発揮と相まって、期待される効果が持続的に確保

されうると考えられる施設。 

② 第三者への影響が限定的な施設 



老朽化に伴う経年劣化等により施設が損傷した場合等であっても、その影響

の及ぼす範囲が限定的であるなど、第三者に被害を及ぼす等の重大な事故を引

き起こす可能性が極めて小さい施設。 

③ 事後的な措置により対応する施設等 

その他、規模が小さく予防保全型維持管理によるトータルコストの削減効果

が限定的であり、事後的な措置を行うことにより対応する方が効率的な施設

等。 

 

本計画及び地域計画策定後において、点検の実施等により対策が必要な治山施設

が新たに確認された場合は、残りの計画期間や既に計画に位置づけられている施設

の取り扱いに留意の上、必要に応じて現行計画の対象施設として適宜追加等変更で

きるものとする。 

３．計画期間 

本計画及び地域計画では令和８年度から令和 12 年度までの５年間とする。 

４．対策の優先度 

点検・診断により機能の低下等の状況を把握して施設の健全度を評価するととも

に、次に掲げる内容についても勘案の上、対策の内容及び優先度を明確にし、効率

的・効果的な対策を図る。 

（１） 治山施設周辺の地形・地質等の自然条件や荒廃状況 

（２） 保全対象との位置関係 

（３） 保全対象の重要度 

（４） 過去の災害履歴 

地域計画では、保全対象に近接する治山施設等山地災害の防止のため特に重要 

な施設について優先的に対応するなど、施設毎の優先度を明示するものとする。 

５．施設の状態等 

点検・診断によって得られた施設の状態については施設毎に整理して記載するもの

とし、施設の単位の考え方については、別紙２「主な施設の把握の単位について」の

とおりとする。 



６．対策内容と実施時期（施設全体の健全度評価が『Ⅲ・Ⅳ』） 

「４．対策の優先度」及び「５．施設の状態等」を踏まえ、点検・診断や補修、更

新、機能強化等の必要な対策について、地域計画に工事等の内容やその実施時期を施

設毎に記載する。 

７．対策費用（施設全体の健全度評価が『Ⅲ・Ⅳ』） 

維持管理・更新等に係るトータルコストの縮減を図るとともに、計画的な実施によ

り予算支出の平準化に努め、計画期間内に要する対策費用の概算を記載する。 

地域計画では、計画期間内に要する全体計画額を明示するとともに、社会情勢の変

化、新技術の導入等にも柔軟に対応し、適宜全体計画額の見直しを図っていくものと

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙１ 

新潟県治山施設長寿命化計画における地域計画作成単 

地域名 市町村名 
 

村 上 村上市,岩船郡(関川村,粟島浦村) 南魚沼 十日町市,魚沼市,南魚沼市,南魚沼郡(湯沢町),中魚沼

郡(津南町) 
新 潟 新潟市,新発田市,五泉市,阿賀野市,胎内市,北蒲原郡 

(聖籠町) 
上 越 上越市(旧 東頸城郡除く),妙高市 

津 川 東蒲原郡(阿賀町) 上越東 上越市(旧 東頸城郡) 

長 岡 長岡市,三条市,燕市,柏崎市,小千谷市,加茂市,見附市, 

西蒲原郡(弥彦村),南蒲原郡(田上町),三島郡(出雲崎 

町),刈羽郡(刈羽村) 

糸魚川 糸魚川市 

佐 渡 佐渡市 

県計 20 市,６町,４村 

 






